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満
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税
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及
其
批
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・
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・
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法
墜
博
士
紳
戸
正
雄

時
差
説
費
書
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
丈
皐
博
士
高
日
田
保
馬

舶
腹
過
剰
問
題
の
一
意
義
・
・
・
・
・
-
-
霊
感
博
士
小
島
日
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太
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阿
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剛
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岸
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師
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活
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士
蛤
川
虎
三

耶

削

咽
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町
一
日
開
時
一
持
立
政
府
貸
上
金
に
軌
い
て
-
-
-
-
経
湾
準
士
松
岡
孝
児
山

線
瞳
経
済
f

」
個
別
経
済
・
・
・
・
・
・
・
・
経
済
皐
士
大
塚
一
朗

幕
末
の
財
政
素
乱
に
つ
い
て
・
・
・
・
-
経
湾
同
市
士
大
山
敷
太
郎

げ
げ
訂
統
一
貸
借
封
照
表
に
つ
い
て
・
経
済
皐
士
熊
本
吉
朗

観

苑

矯
替
相
場
建
動
の
原
因
に
つ
い
て
・
・
・
法
撃
士
正
井
敬
失

企
業
珠
算
制
度
の
米
国
何
一
日
現
状
・
・
・
・
経
由
持
率
士
山
本
安
矢
部

ズ
ル
タ
ン
氏
の
岡
家
枚
入
論
・
・
・
・
・
・
経
済
接
士
大
谷
政
敬

ゾ

ン

バ

ル

ト

教

授

の

百

貨

広

観

・

-

経

済

早

土
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新

一
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山
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中
央
銀
行
の
濁
立
性
よ
リ
見
に
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

イ公

孝

悶

児

旬、，

.. 』mw

回

掛

川

言言

賀
本
主
義
制
粧
掛
組
制
じ
於
レ
ヤ
w

自
瞳
が
、

中
央
銀
れ
い
か
威
主
す
り
心
仁

hE
り
ト
h

過
程
並
ド
そ
の
級
仁
於
り
る
玄
の
蹴
明
日
航

常
に
謂
は
ゆ
る
政
府
貸
上
金
と
密
接
な
る
関
係
を
有
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
史
買
に
於
い
て
明
か
で
あ
る
引

し
か
し
在
が
こ
〉
に
取
扱
は
ん
と
す
る
も
の
は
、
か
〈
の
却
さ
視
角
に
於
い
て
謂
ふ
と
こ
ろ
の
政
府
貸
上
金
で
は

な
い
。
問
題
は
か
う
で
あ
る
。
印
ち
欧
洲
大
戟
に
於
い
て
、
欧
羅
巴
交
戦
各
国
は
、
何
れ
も
こ
の
政
府
貸
上
金
を

以
て
有
力
な
る
財
源
と
し
、
そ
の
戦
時
財
政
を
之
に
よ
っ
て
援
助
し
た
。
然
る
に
そ
は
戦
後
、
各
国
の
財
政
的
惹

い
て
は
経
済
的
復
興
の
難
黙
と
な
り
、
更
に
は
ま
た
中
央
銀
行
自
韓
の
濁
立
性
を
も
著
し
く
阿
害
す
る
に
至
っ
た
U

在
は
こ
の
勤
よ
り
し
て
戦
後
、
欧
羅
巴
に
於
げ
る
各
闘
中
央
銀
行
|
|
|
交
戦
闘
及
び
新
濁
立
幽
を
通
じ
て
ー
ー
ー
は

如
何
に
こ
の
中
央
銀
行
の
濁
立
性
な
る
勤
よ
り
見
た
る
政
府
貸
上
金
の
問
題
を
規
定
し
た
か
?
そ
し
て
ま
た
そ
の

中
央
銀
行
の
濁
立
性
よ
り
凡
だ
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

第
三
務

七
九

i¥ 

N oeI. 0.: Les Baロquesd'emission en Eurr.pe， Tome 1. p・344;Pommier， L，・
La Banque de France et l'Etat. VP. I!56-2~~6; Andread白 Histoire c1 e la 
Banque d' Angleterre， Tome 1， pp" 1[7-2~): Shaw， Wm. A.: The Theory 
and Principles of Centγal Banking， pp" 223~..245 
例へば拙稿フランスの新貨幣制度代枕v、て(経湾論議第28巻pp.563"564); 
Loth， 1'.: Les bons a tr白 court[白川 1921). pp. 69-'190 参照
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ゆ
央
銀
行
の
謂
立
性
よ
り
晃
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

第

披

A 

A 
O 

規
定
は
如
何
な
る
指
導
的
理
論
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
ゐ
る
か
?
を
問
題
と
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
h
y

〈
云
へ
ば
そ
こ
に
は
中
央
銀
行
の
濁
立
性
の
意
義
如
何
と
い
ふ
重
大
な
る
問
題
が
横
は
っ
て
ゐ
る
。
が
こ
の
勅
に

劃
し
て
は
今
は
立
入
ら
な
い
。
別
の
機
舎
に
於
い
て
詳
論
し
た
い
。

今
結
論
的
に
忍
見
を
謹
べ
る
と
、
こ
の
間
、
各
国
中
央
銀
行
に
於
け
る
規
定
守
通
じ
て
窺
は
れ
る
新
傾
向
は
、

、

、

町

澗
は
ゆ
る
正
統
低
能
掛
曲
学
的
に
主

4

抗
さ
れ
て
ゐ
に
中
央
銀
行
濁
立
性
¥
の
」
、
円
高
次
な
る
一
時
認
識
で
め
り
、
あ
ら

ゆ
る
政
府
貸
上
金
の
規
定
は
、
以
下
迅
ぷ
る
炉
如
〈
之
を
標
準
と
し
て
規
定
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
凡
そ

中
央
銀
行
の
濁
立
性
を
規
定
す
る
中
心
問
題
は
、
謂
は
ゆ
る
銀
行
信
用
と
政
府
信
用
と
の
混
同
又
は
同
一
一
腕
か
ら

の
完
全
な
る
離
脱
で
あ
る
ω

こ
の
こ
と
は
巳
に
述
べ
七
る
が
如
〈
、
中
央
銀
行
の
成
立
過
程
並
に
そ
の
後
展
の
歴

史
に
於
い
て
も
容
易
に
窺
は
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
.
私
は
今
こ
の
問
題
に
は
姑
〈
立
入
る
徐
裕
は
な
い
。
た

.r

か
〈
の
如
き
過
程
に
於
け
る
歴
史
的
存
在
た
る
政
府
貸
上
金
な
る
も
の
が
、

一
臆
ぞ
の
完
全
な
る
離
脱
を
理
想
と

す
る
と
し
て
、
現
段
階
に
於
い
て
そ
は
如
何
な
る
程
度
に
そ
の
問
題
を
解
決
し
て
ゐ
る
か
?
ま
た
そ
の
限
り
に
於

い
て
如
何
な
る
理
論
を
此
の
問
題
に
闘
し
て
展
開
し
て
ゐ
る
か
〉
を
攻
究
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
〈
て
在
は
先
づ
第
一
に
中
央
銀
行
の
政
府
貸
上
金
に
闘
す
る
現
行
規
定
の
一
一
般
目
的
、
ぞ
の
貸
上
金
の
令
額
、

期
間
.
金
利
に
開
す
る
内
容
を
吟
味
し
、
更
に
こ
れ
ら
の
規
定
を
通
じ
て
そ
れ
と
共
に
又
は
そ
の
背
後
に
あ
る
理

論
h
y
究
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

3) Resolution 111. proposed by the Commission on Cu:r'陀 ncyand E文changeand 
adopted by the Brussels Conference 1920 

Ilommier， L.: La Bo.nqlle de Frunce et l' Etat， p. I:';~' 4) 



二
、
中
央
銀
行
政
府
貸
上
金
に
闘
す
る
現
行
規
定

己
に
遁
ぺ
た
る
勤
よ
り
し
て
、
今
日
中
央
銀
行
政
府
貸
上
金
な
る
も
の
は
、
中
央
銀
行
の
濁
立
性
に
封
し
て
、
極

、、

め
て
密
接
な
る
開
係
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
殊
に
職
後
に
於
け
る
中
央
銀
行
の
よ
り
高
衣
な
る

あ
る
闘
の
中
央
銀
行
を
し
て
一
時
組
封
に
政
府
貸
上
金
を
否
定
せ
ん
と
す
る
に
至
ら
し

め
た
。
例
へ
ば
オ
方
ス
ト

y
ヤ
圃
立
銀
行
規
定
は
そ
の
第
五
十
燥
に
於
い
て
、
「
園
、
邦
及
び
市
町
村
は
直
接
た
る
と

、
、
、
、
、
、

問
機
た
る
と
を
聞
は
や
本
銀
行
の
資
金
を
自
己
の
目
的
の
怨
め
に
使
用
し
た
る
と
き
は
、
実
の
使
用
し
た
る
銀
行

b

b

b

b

b

b

h

初
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
.
、
、

山
?
の
封
憤
ho'
念
日
〈
は
外
岡
手
形
を
以
で
い
え
榔
ふ
己
t
h
y
喪
ず
」
と
規
定
け
ザ
引
が
如
き
、
又
疋
に
同
第
五
十
一
一
憾
に

於
い
も
「
本
銀
行
は
国
政
府
の
た
め
に
委
託
業
務
ヤ
一
替
り
こ
と
を
得
。
但
し
か
く
の
如
き
業
務
の
委
託
執
行
に
依

.
‘
.
、
‘
.
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、

り
闘
に
劃
し
て
損
失
を
蒙
ら
し
な
る
こ
左
を
得
中
」
と
せ
る
が
如
き
は
、
政
府
に
罰
す
る
銀
行
の
援
助
ケ
ぱ
た
と

濁
立
性
へ
の
再
認
識
は
、

び
一
時
的
に
必
要
と
す
る
も
の
あ
り
と
し
て
色
、
之
を
禁
じ
た
る
も
の
で
あ
る
と
い
び
得
る
。

併
し
か
〈
の
・
却
さ
規
定
は
、
中
央
銀
行
の
濁
立
性
を
求
め
て
あ
ま
り
に
理
想
に
念
な
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
の

資
本
主
義
的
極
端
附
組
織
特
に
そ
の
令
融
組
織
に
於
け
る
中
央
銀
行
の
立
場
を
通
常
に
理
解
し
、
こ
れ
に
基
い
て
規

定
さ
れ
た
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
川
。
事
買
ま
た
大
部
分
の
中
央
銀
行
な
る
も
の
は
こ
の
政
府
に
封
す
る
貸
上
金

を
ぱ
絶
劃
的
に
禁
じ
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
か
く
て
国
際
聯
盟
財
政
委
員
曾
は
オ
オ
ス
ト
リ
ヤ
に
於
げ
る
賓
際

に
鑑
み
、
一
九
二
六
年
更
に
こ
の
規
定
を
改
正
し
、
「
本
銀
行
は
闘
、
邦
及
び
市
町
村
並
に
此
等
会
共
囲
鰹
の
企
業

中
央
銀
行
の
猫
立
一
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

i¥. 

第

f虎

丹、

日本銀行調査局“各国費券銀行及sH.:関係法規其十四、塊大利の苦Z
I王ischand Elkin; C~n-trar Uanks， 193仁川 p. 175 

6) 日本銀行調査局:上掲書 p.28: }王i~;ch a町 1Elkin， op. cit. p. 175・
幹此の監についでは別楠中央銀行自樹立ー性に於いて詳論したい。

7) 日本銀行調査局 上掲書 p.27-: J(.i::.ch alid Elkin， op. cit. p. 175. 
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中
央
銀
行
の
猫
立
性
よ
り
凡
た
る
政
府
食
上
金
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

三
八
二

第

披

八
四

を
除
〈
外
、
支
梯
能
力
確
買
な
る
者
よ
り
園
庫
謹
券
の
割
引
又
は
之
を
権
保
と
す
る
貸
付
の
請
求
あ
り
た
る
と
き

は
本
銀
行
は
七
五
・
百
高
ジ

9
Y
グ
の
金
額
を
限
り
之
が
割
引
又
は
措
保
貸
付
を
佐
川
す
こ
と
を
得
」
と
改
め
て
ゐ

4
G

。

ギ

y
v
ャ
銀
行
の
規
定
セ
あ
る
。
帥
ち
同
銀
行
規
定
に
よ
れ
ば
、
そ

8
 

の
第
五
十
五
憐
に
於
い
亡
、
銀
行
は
政
府
貸
上
金
争
認
め
、
瓦
に
同
第
四
十
大
慨
に
於
い
口
は
、
「
第
五
十
五
慨
に

こ
の
種
の
規
定
中
標
準
的
な
る
も
の
は
、

於
い
て
深
見
さ
れ
た
僚
件
を
除
い
て
は
、
そ
の
直
接
た
る
と
間
接
た
る
と
を
聞
は
や
割
引
貸
上
の
形
式
を
以
て
政

府
ま
た
は
政
府
企
業
に
劃
す
る
融
通
を
禁
じ
L
.

符
ほ
「
銀
行
は
大
鼎
省
謹
券
、
政
府
又
は
政
府
企
業
に
よ
る
他
の

謹
券
を
も
擢
保
と
心
て
引
受
け
る
こ
ー
を
得
4
1
」

k
規
定
し
で
ゐ
る
。
そ
は
要
す
る
に
、
ギ
9
ν
ヤ
銀
行
が
そ
の

第
五
十
五
傑
第
六
事
及
び
第
十
一
項
U
於
け
る
規
定
よ
り
し
て
、
制
限
的
に
列
奉
さ
れ
に
一
定
の
保
件
に
於
い
て

の
み
政
府
に
封
し
貸
上
金
を
認
め
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
臨
す
る
。

か
く
の
如
き
主
張
こ
そ
は
中
央
銀
行
貸
上
金
に
閲
す
る
最
も
一
般
的
な
最
新
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
い

で
こ
の
傾
向
は
、
政
府
貸
上
金
に
闘
し
で
一
の
有
力
な
る
標
準
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。

私
は
以
下
更
に
中
央
銀
行
政
府
貸
上
金
の
目
的
並
に
か

t
の
加
き
政
府
貸
上
金
の
金
額
、
貸
上
期
間
及
び
そ
の

金
利
に
就
い
て
一
巡
衣
そ
の
検
討
ぞ
進
め
る
。

中
央
銀
行
政
府
貸
上
金
の
目
的

以
上
越
べ
た
る
勤
よ
り
し
て
、
中
央
銀
行
が
一
膳
そ
の
濁
立
性
を
再
認
識
せ
ん
と
す
る
の
秋
に
営
っ
て
特
に
之

ー
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と
矛
盾
す
る
立
場
に
置
か
れ
ん
と
す
る
政
府
貸
上
金
を
是
認
す
る
こ
と
は
、

た
と
ひ
限
定
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
は

政
府
貸
上
金
の
投
割
セ
決
定
す
る
上
に
極
め
て
慎
重
な
る
検
討
を
要
す
る
詰
で
あ
る
。

惟
ふ
に
中
央
銀
行
が
た
と
ひ
政
府
貸
上
金
に
劃
し
て
上
遁
の
如
き
規
定
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
目
的
は
、

決
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
中
央
銀
行
の
一
政
府
貸
上
金
が
、
そ
れ
自
腰
、
政
府
に
封
し
て
、
長
期
に
一
日
一
り
政
府
支
出
を

補
充
す
る
手
段
獲
得
方
法
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
政
府
貸
上
金

は
、
断
然
現
算
に
於
け
石
、
水
久
的
不
足
を
補
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
は
金

:
政
府
肱
入
の
一
時
的
不
見
守
柿
ふ
に
め
に
、
政
府
一
が
中
央
銀
行
に
於
い
で
求
め
ら
れ
特
あ
緊
念
的
手
段
で
あ
る
。

即
ち
セ
一
柳
は
る
ぺ
き
支
出
と
之
に
関
す
る
枚
入
と
の
聞
に
於
げ
る
一
時
的
不
均
衡
、
四
九
珠
算
に
よ
る
枚
入
の
不

足
で
は
な
く
じ
、
換
算
の
不
足
に
際
し
て
短
期
間
に
清
算
し
得
る
不
均
衡
に
封
す
る
一
時
的
借
入
手
段
と
し
て
求

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
於
け
る
政
府
貸
上
金
に
は
二
種
め
る
。
そ
の
匝
別
の
標
準
は
中
央
銀
行
の
政
府
貸
上
に
際
し
そ
の

第
三
者
の
存
在
の
有
無
で
め
る
。
在
は
こ
れ
な
き
場
合
、
之
を
直
接
貸
上
金
と
呼
ぴ
、
こ
れ
あ
る
場
合
、
之
を
間

接
貸
上
金
と
よ
ぷ
。
従
っ
て
こ
の
意
味
に
於
け
る
直
接
貸
上
金
の
最
も
車
純
な
形
式
は
、
正
に
政
府
の
中
央
銀
行

へ
の
一
定
金
額
又
は
一
定
金
額
ま
で
に
劃
す
る
信
用
の
設
定
で
あ
る
o

情
又
間
接
貸
上
金
の
形
式
に
し
て
最
も
屡

ミ
用
ひ
ら
れ
る
も
の
は
、
個
人
、
商
曾
又
は
銀
行
に
よ
っ
て
裏
書
さ
れ
た
大
蕪
省
謹
券
其
他
政
府
語
券
の
中
央
銀

行
に
於
け
る
割
引
ま
に
は
買
入
で
あ
る
。

中
央
銀
行
の
猫
立
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

第
三
+
五
巻

戸、

第
三
披

l¥ 
亙

Bills 
12) Pommier， L.: La Banque de France et l' Etat; pp. lI5__II8 

普か〈の主日奇も白は英固に於ける設入財源とせる大蔵省設券 (Tresury
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申
央
銀
行
の
謂
立
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
よ
金
に
就
い
て

第
三
十
王
巻

í~ 

四

第

ま古

八
六

か
〈
て
在
は
、
更
に
政
府
貸
上
金
の
目
的
を
ば
直
接
貸
上
並
に
間
接
貸
上
の
立
場
か
ら
順
衣
吟
味
せ
rc
る
を
持

L

R

O

 

，，，一
'
h
w同

直
接
貸
上
金
の
目
的
l
l中
央
銀
行
の
政
府
に
封
す
る
直
接
貸
上
金
の
目
的
主
採
算
に
於
い
て
認
め
ら
れ

た
経
費
の
一
時
的
不
足
を
摘
す
に
あ
る
こ
と
は
己
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
o

こ
の
賠
に
閲
し
て
例
へ
ば
プ
M
F

ガ
日

ヤ
凶
立
銀
行
規
定
第
一
一
一
十
五
傑
第
九
項
は
、
「
銀
行
は
政
府
の
一
時
的
必
要
の
た
め
岡
家
橡
算
に
於
い
て
都
め
ら
れ

れ
い
経
費
に
闘
し
プ

y
d
N
F
ヤ
国
大
蔵
省
聾
努
の
割
引
を
認

b
。
但
し
そ
の
総
額
は
少
く
も
そ
の
貸
付
い
か
認
め
ら
れ

七
財
政
年
度
の
終
結
後
三
ヶ
月
以
内
に
償
還
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
。
」
と
規
定
し
て
ゐ
る
。

併
し
か
〈
の
如
き
貸
上
規
定
は
勿
論
今
日
忽
然
と
し
て
プ
エ
リ
ヤ
銀
行
規
定
に
現
は
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

歴
史
的
に
考
察
す
る
と
こ
の
種
の
規
定
は
英
国
の
政
府
貸
上
金
制
度
に
於
い
て
そ
の
通
例
を
見
出
す
。

周
知
の
如
く
、
英
幽
に
於
い
て
は
、
中
央
銀
行
の
一
政
府
貸
上
金
に
ニ
積
あ

ι。
「
既
定
費
の
た
め
の
一
時
貸
上
金

己
主
丘
町
ロ
ミ
〉
を

E
円
何
回
」
及
び
「
議
定
費
の
た
め
の
一
時
貸
上
金
名
岳
山
主
(
一
云
2
ロω
〉与
2
=口
町
一
」
こ
れ
で
あ
る
。

然
ら
ぱ
此
の
雨
者
は
如
何
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
か
?

先
づ
「
既
定
費
一
時
貸
上
金
己
主
丘

2
4
〉
《
芝
山
口
月
山
」
か
る
も
の
の
内
容
を
見
る
と
、
大
諸
問
省
は
各
年
三
月
三
十

一
日
、
六
月
三
十
日
、
九
月
三
十
日
、
十
二
月
三
十
一
日
、
に
終
る
四
竿
期
の
夫
、
、
の
終
に
於
い
て
、
園
庫
金
の

右
四
竿
期
牧
支
勘
定
を
作
成
す
る
。
若
し
該
四
竿
期
の
岡
庫
肱
入
勘
定
に
し
て
不
足
を
生
や
る
と
き
に
於
い
て
は

中
央
銀
行
と
交
渉
し
、
コ
一
ヶ
月
の
不
足
額
の
政
府
に
封
す
る
貸
上
金
を
認
め
し
め
る
。
こ
の
貸
上
金
の
一
元
余
及
利

Iζjsch and Elkin: op. cit. pp. d~9-190 
Andreades; op. cit. pp. 229-230;出haw，Wm. A. op. cit. P・229・Ulr;ch.
E.: Les principes de la reorganisution des Eanqn悶 Ce:ntrales，pp. 111-

112一大蔵省調査月報第22港第3披、 pp. 14-40 
¥，¥-'ays and Means Advancesには(1)大蔵省設券によるもの、 (2)政府部局
の一時貸上金によるもの、 (3)英蘭〈及愛蘭〉銀fj:の一時貸止、金によるもの
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子
の
償
還
は
、
次
の
四
竿
期
に
於
い
て
園
庫
牧
入
に
よ
っ
て
支
携
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

然
る
に
「
議
定
費
一
時
貸
上
金

J
5
3
2【

-
Z
2
=
1
〉ユ〈
E
n
2
1一
の
目
的
に
至
つ
て
は
こ
れ
と
異
り
、
そ
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
ん
か
に
於
げ
る
「
既
定
費
一
時
貸
上
金
ピ
町
田
号
ロ
ミ
〉
戸
一

2
5目
」
の
如
く
専
ら
既
定
費
に
劃
す
る
牧
入
と
支
出
と

、
.
.
 、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

の
聞
に
於
げ
る
一
時
的
不
均
衡
に
膳
や
る
た
め
に
用
ひ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
目
的
は
必
や
各
年
度
毎
に

静
品
目
か
恥
訟
を
受
け
た
謂
は
ゆ
る
議
定
費
に
於
い
て
卦
ゆ
が
諜
見
せ
y
d

る
事
件
の
た
め
一
時
牧
入
を
超
過
す
る
が

如
き
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
。
此
の
種
の
貸
上
金
は
毎
回
竿
期
、
大
戴
省
と
英
蘭
銀
行
と
の
聞
に
珠
め
貸
借
協
定

JT
結
ぶ
。
そ
の
貸
上
金
の
償
還
は
借
入
の
尖
の
四
竿
期
に
於
い
て
行
は
れ
る
。

要
す
る
に
今
日
英
繭
銀
行
の
直
接
政
府
貸
k
金
に
闘
す
る
以
上
の
規
定
は
、
大
憧
に
於
い
て
上
越
の
岡
際
聯
盟

プ

Y
J
ガ
リ
ノ
ヤ
国
立
銀
行
に
闘
し
て
規
定
せ
る
も
の
と
相
類
似
せ
る
も
の
で
あ
る
。

財
政
委
員
舎
が
、

か
く
て
在
は
、
も
一
度
直
接
政
府
貸
上
金
の
性
質
を
繰
返
し
そ
の
目
的
を
明
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
結

は
こ
の
方
面
か
ら
な
さ
れ
る
。

先
づ
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
中
央
銀
行
が
政
府
に
訴
す
る
直
接
貸
上
金
を
認
め
る
の
は
岡
家
環
算
に
於
い
て

認
め
ら
れ
た
経
費
の
た
め
の
み
で
め
る
土
い
ふ
酷
で
あ
る
。
中
央
銀
行
の
政
府
に
封
す
る
直
接
貸
上
金
の
目
的
は

こ
の
保
件
に
於
い
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
健
件
を
一
見
に
明
瞭
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
中
央
銀
行
の
貸
上
金

が
専
ら
確
定
牧
入
に
費
す
る
先
取
に
謝
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
中
央
銀
行
の
政
府
貸
上
金
設
定

の
目
的
が
、
議
算
に
於
い
て
理
想
さ
れ
た
支
出
以
外
の
も
の
に
膳
じ
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
認
む
る
こ
と
は
、
其

中
央
銀
行
の
濁
立
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

ノL
五

第

SjJt 

八
七

の三種がある。とこに謂ふのは其μi左指す。
プヲンスでは恥〈の真日号名有事上の鼠別はないがやはり貸ト金としでニワの
場合に臆ずるものがある。(へ:>LTImkr，L. : op. cit. p. 148)命叉この英国制度
とプノレがリヤ制度との聞に於いて後者I.t英圏制度中既定費一時貸上金に近
いとu!口chはいふけれども (op_eLL p_ 112) 必ずしも同意し難いa他目
白研究にまワ。
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中
央
銀
行
の
濁
立
性
よ
り
凡
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

一
八
六

第

拡

第
一
一
一
十
五
容

f¥.. 
f¥.. 

の
貸
上
金
に
闘
す
る
保
読
が
、
議
算
均
衡
せ
る
と
き
は
裳
の
正
常
収
入
に
よ
る
べ
く
・
唯
換
算
不
足
せ
る
と
き
の

み
借
入
金
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
直
接
政
府
貸
上
金
の
設
定
は
、
珠
算
の
均

衡
に
一
定
の
関
係
を
有
ち
、
政
府
は
こ
れ
に
よ
っ
て
遁
時
そ
の
必
要
手
段
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
第
二
に
問
題
と
な
る
の
は
、
中
央
銀
行
が
政
府
に
封
し
直
接
貸
上
J

ど
認
め
る
こ
と
は
、

一
時
的
必
要
に
臆

す
る
た
め
で
あ
る
と
い
ふ
鮎
で
あ
る
。

凡
そ
政
府
の
支
出
が
、
屡

z
そ
の
牧
入
に
到
し
で
先
榔
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な

ら
た
い
こ
と
、

ま
土
佐
づ

τ政
府
い
か
そ
mw
取
ス
と
支
出
と
必
胞
に
金
鉱
一
一
勘
助
な
不
足
と
し
て
生
す
る
金
額
を
補

足
す
る
目
的
を
以
て
資
金
を
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
避
け
が
た
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
令
、
か

〈
の
如
き
直
接
貸
上
金
の
設
定
を
厳
密
に
制
限
す
る
こ
と
は
、
善
良
な
る
財
政
管
理
に
劃
す
る
一
の
根
壊
で
め
る

と
共
に
、
又
こ
れ
に
よ
っ
て
中
央
銀
行
資
金
の
不
営
な
る
固
定
化
を
珠
防
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
規
定

一
方
に
於
い
て
政
府
が
珠
算
の
不
足
を
常
時
中
央
銀
行
貸
上
金
に
よ
っ
て
補
ひ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
珠
算
均
衡

tまに
封
し
貫
際
は
臨
時
的
に
の
み
要
求
さ
る
べ
き
手
段
を
ぱ
無
限
に
採
用
せ
し
め
る
貼
よ
ち
し
て
、
中
央
銀
行
責
金

ゆ
流
動
性
を
妨
げ
る
と
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
他
方
に
於
い
て
は
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
政
府
貸
上
金

が
そ
の
認
め
ら
れ
た
財
政
年
度
の
終
結
後
一
定
期
間
内
に
於
い
て
償
還
3
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
例
へ

ば
エ
ス
ト
-
一
ヤ
銀
行
規
定
第
五
十
一
保
第
十
一
一
党
プ
エ
:
園
立
銀
行
規
定
第
三
十
五
低
第
九
項
、
並
に
ギ

y
シ
ヤ
銀
行
規
定
第
五
十
五
保
第
十
一
一
幹
の
規
定
の
如
き
皆
卸
ち
こ
れ
で
あ
る
。
此
動
後
に
貸
上
金
期
間
の
問
題

に
際
し
て
再
論
す
る
。

Kisch and EB.:in， op. cit. p. 253. 
lCisch and Elkin， op. cit. pp. I89-19o 
Ki~ch and Elkin， op. cit. p. 283・
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間
接
貸
上
金
の
目
的
1
1
1
1
在
は
究
に
中
央
銀
行
の
政
府
に
劃
す
る
間
接
貸
上
金
の
目
的
を
取
扱
は
ん
と
す

B
 

る
も
の
で
あ
る
が
、
現
行
規
定
は
之
に
閲
し
て
一
々
そ
の
目
的
を
明
か
に
し
て
ゐ
な
い
。
蓋
し
貸
上
金
に
於
げ
る

直
接
又
は
間
接
と
謂
ふ
バ
英
貸
付
の
形
式
に
よ
る
直
別
だ
か
ら
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
ギ
ソ
シ
ヤ
銀
行
規
定
第
五
十

五
健
第
六
項
及
び
第
十
項
は
、
か
く
の
如
き
間
接
貸
上
金
の
目
的
に
闘
し
て
何
等
明
確
な
規
定
を
し
て
ゐ
な
い
。

唯
そ
の
期
間
と
金
額
と
に
謝
し
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
の
み
で
め
る
。
比
の
意
味
に
於
い
て
、
政
府
は
支
出
に
勤
す

る
牧
人
遅
滞
に
恭
〈
臨
時
的
不
足
を
補
ふ
七
め
貸
上
金
を
必
要
と
す
る
場
合
の
外
、
更
に
議
見
し
特
‘
ざ
る
支
出
上

の
不
足
、
財
政
上
の
摺
保
債
格
の
値
下
り
、
主
(
他
の
原
因
に
よ
り
相
営
長
期
に
一
日
一
る
経
費
不
足
、
又
は
一
一
般
に
圃

庫
業
務
違
行
の
た
め
こ
れ
を
必
要
と
す
る
場
合
等
々
に
於
い
て
之
伝
怖
ふ
目
的
を
以
て
間
模
貸
上
金
に
よ
る
こ
と

一
か
考
へ
ら
れ
る
。

i2) 

中
央
銀
行
政
府
貸
上
金
令
額
に
闘
す
る
制
限

中
央
銀
行
政
府
貸
上
金
に
闘
し
て
最
も
注
意
す
べ
き
も
の
の
一
つ
は
、
ぞ
の
金
額
の
制
限
で
あ
る
。
蓋
し
政
府

が
貸
上
金
を
必
要
と
す
る
が
却
き
時
に
於
い
て
は
、
雄
一
1
中
央
銀
行
自
聞
の
後
行
除
カ
に
制
限
が
加
~
ら
れ
ん
と

し
て
居
る
と
き
で
め
り
、
従
っ
て
議
行
準
備
に
閥
す
る
諸
規
定
は
、
ぞ
の
殿
密
な
る
解
揮
に
よ
る
限
り
、
新
な
る

貸
上
金
に
封
す
る
制
約
的
保
件
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

今
、
こ
の
制
限
の
有
無
に
閥
し
て
、
各
凶
中
央
銀
行
の
政
府
貸
上
金
規
定
を
見
る
と
き
は
、
ぞ
は
直
接
貸
上
金

た
る
と
間
接
貸
上
金
た
る
と
そ
聞
は
や
、
多
数
中
央
銀
行
に
於
い
て
採
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
制
限
規
定
は
之
に

中
央
銀
行
の
濁
立
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
で

第

披

i¥. 
::IL 

第
三
十
五
巻

三
八
七

Kisch and Elkin， op. cit. p. 281. p. 285 '9) 



中
央
銀
行
の
積
立
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

第
三
十
五
血
管

第

披

=
一
八
八

大4

O 

よ
っ
て
中
央
銀
行
の
機
能
を
ぱ
政
治
的
関
係
よ

h
濁
立
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
よ
り
し
て
こ

の
制
限
規
定
は
、
中
央
銀
行
に
闘
す
る
一
の
正
統
拳
源
的
原
則
の
適
用
で
あ
る

2
謂
ひ
得
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
も

私
は
、
直
接
貸
上
金
に
関
す
る
制
限
と
間
接
貸
上
金
に
闘
す
る
制
限
と
に
分
け
て
問
題
を
進
め
や
う
。

A
 

つ
の
型
に
介
つ
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
最
高
額
制
限
法
で
あ
り
、
第
二
は
比
例
制
限
法
で
め
り
、
第
三
は
此
等

直
接
貸
上
金
金
額
に
闘
す
る
制
限
ー
ー
ー
直
接
貸
上
金
令
額
の
制
限
に
闘
す
る
各
国
の
一
規
定
は
、
こ
れ
を
三

雨
者
の
折
功
朴
叫
で
め
あ
の
ふ
l

こ
れ
じ
闘
す
お
且
一
蹴
則
的
か
例
ぞ
劇
中
げ
あ
と
川
第
一
日
明
い
れ
風
寸
る
も
め
一
い
ブ
タ
ン
只

銀
行
、

ぺ
U
Y

ギ
イ
幽
立
銀
行
、

V
イ
ツ
の
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
、

第
二
の
型
に
属
す
る
も
の
に
エ
ス
ト
ニ
ヤ
銀
行
、

第
三
の
型
に
属
す
る
も
の
に
ギ

y
v
ヤ
銀
行
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
づ
第
一
の
最
高
額
制
限
法
な
る
も
の
は
、
夜
接
ぞ
の
貸
付
後
行
額
の
最
高
額
を
規
定
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
二
五
年
十
二
月
四
日
の
法
律
第
四
俸
に
よ
り
、
「
大
蕪
大
臣
は
ブ
ラ
シ
ス
銀
行

フ
ラ
ン
ス
銀
行
に
閲
し
て
は
、

を
し
て
政
府
に
封
し
六
十
億
ブ
ラ
シ
の
追
加
貸
上
金
ぞ
承
認
守
し
り
る
の
協
定
を
同
行
組
裁
と
一
締
結
す
る
こ
と
を

得
」
と
し
て
ゐ
る
。
ま
た
ぺ

Y
ギ
イ
園
立
銀
行
規
定
第
二
十
一
僚
に
よ
れ
ば
、
「
国
庫
雷
券
割
引
現
在
高
は
一
一
億
プ

日
プ
シ
ヤ
』
超
ゆ
る
こ
と
を
得
や
」
と
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
が
加
}
、
ま
た
ド
イ
ツ
に
於
け
る
一
九
二
四
年
八
月
三
十
日

の
-
フ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
に
閲
す
る
銀
行
法
第
二
十
五
健
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
「
本
銀
行
は
閣
に
劃
し
て
運
轄
資
金
を
供

給
す
る
こ
と
を
得
。
其
の
融
通
は
期
間
三
ヶ
月
以
内
に
し
て
総
額
一
一
億
-
プ
イ
ヒ
ス

?
y
グ
を
限
度
と
す
」
と
規
定

せ
る
が
如
き
帥
ち
こ
れ
で
あ
る
。

20) 日本銀行調室局 各国費券銀行及遁貨関係法規、英三、働蘭西の音'11p. 108. 
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女
に
第
二
の
比
例
制
限
法
は
、
第
一
の
如
き
最
高
額
規
定
が
必
十
し
も
直
接
貸
上
金
の
規
定
と
し
て
通
営
な
ら

Y
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
だ
も
の
で
あ
る
σ
従
っ
て
比
例
制
限
法
に
於
い
て
政
府
貸
上
金
の
最
大
額
は
、
珠
算

に
於
け
る
抱
牧
入
評
債
額
と
の
聞
に
一
定
の
割
合
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
エ
ス
ト
品
ヤ
銀
行

第
五
十
一
保
第
十
一
項
の
規
定
に
於
い
て
、
貸
上
金
総
額
は
年
牧
入
評
債
額
の
六
分
の
一
を
超
え
ぎ
る
限
り
に
於

い
て
政
府
に
到
す
る
一
時
的
貸
上
を
認
め
て
ゐ
る
が
如
き
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
直
接
貸
上
金
令
占
領

に
は
一
定
の
弾
力
性
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
特
性
が
あ
る
。
蓋
し
政
府
貸
上
金
々
額
一
か
闘
庫
状
入
の
増
加
に

比
例
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
印
ち
、

一
方
に
於
い
て
政
府
の
必
要
と
す
る
金
額
が
一
定
の
割
合
に
於
い
て
認
め
ら

L
'〉

b
L
L
J

ル
n
p
a
)
L
4」ノ

l

仙
川
方
に
於
レ
て
時
算
抑
制
の
増
加
い
れ
服
山
一
L
J
K

の
紺
加
納
の
市
加

Jr
初
め
朴
る
い
Y
E
ら一千
-
L
d
4
0
h
r

く
て
国
庫
牧
入
の
増
加
に
臆
や
る
貸
上
金
金
額
の
増
加
は
、

そ
の
牧
入
評
債
の
公
正
に
行
は
れ
る
限
り
、

そ
の
貸

上
金
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
る
危
険
の
増
加
を
提
和
し
得
る
こ
と
と
な
る
。

最
後
に
第
三
の
折
衷
法
に
於
い
て
は
、
第
一
の
方
法
と
第
二
の
方
法
と
が
併
用
さ
れ
て
ゐ
る
。

A
寸
ギ
η
ノ
シ
ヤ
銀

行
規
定
第
五
十
五
健
第
六
項
及
び
第
十
一
項
に
よ
れ
昨
、
そ
の
最
大
限
度
は
一
方
に
於
い
て
直
接
貸
上
金
た
る
と

間
接
貸
上
金
た
る
と
は
聞
は
示
、
四
億
ド
ラ
グ
ム
と
規
定
さ
れ
る
と
共
に
、
夏
に
他
方
に
於
い
て
直
接
貸
上
令
並

に
間
接
貸
上
金
に
共
通
な
第
二
の
限
界
が
あ
ち
、
こ
の
限
界
は
常
該
財
政
年
度
に
劃
し
政
府
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

る
一
一
般
議
算
上
の
牧
入
の
評
債
総
額
の
十
分
の
一
に
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

併
し
こ
れ
ら
の
髄
を
通
じ
て
注
意
す
ベ
手
こ
と
は
、
か
〈
の
如
き
規
定
の
特
性
は
、
軍
に
貸
上
金
令
額
の
弾
力

中
央
銀
行
の
街
守
性
よ
り
丸
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

第

競

:iL 

A 
ずし
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申
央
銀
行
白
調
立
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

え
O 

第

5虎

丸

性
を
確
買
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
蓋
し
貸
上
合
令
額
の
線
高
は
如
何
な
る
場
合
に
於
い

て
も
規
定
上
八
億
ド
ラ
ク
ム
(
直
接
貸
上
金
四
億
ド
ラ
グ
品
、
間
提
食
上
金
四
億
ド
ラ
グ
ム
)
を
越
え
る
こ
と
を
得
な
い
か
ら
で

め
る
。
第
二
の
型
に
属
す
る
エ
ス
ト
ニ
ヤ
銀
行
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
一
冗
水
平
珠
算
に
よ
る
締
牧
入
額
に
比
例
す
る
貸

上
金
最
高
額
と
銀
行
資
金
と
の
問
仁
は
何
等
の
聞
係
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ぞ
の
限
h
ノ
に
於
い
て
、
政
府
政
入

い
か
増
加
す
る
か
ら
と
一
五
ウ

τこ
れ
と
共
に
貸
上
金
金
額
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
、
必
ホ
し
も
適
営
な
ら
F
る
場
合

が
あ
る
L
・h
・
ム
不
合
開
川
rv
め
る
。
筑
一
ニ
の
明
に
局
す
る
町
リ
ν

H

i

銀
行
の
桃
山
ル
似
合
北
い
い
出
認
し

huh-Lは
ご
(
日
間

に
あ
-
る
。
卸
ち
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
の
規
定
に
よ
れ
ば
ニ
つ
の
制
限
が

J

の
る
。
第
一
の
制
限
に
於
い
て
は
最
高
八
億
ド

ラ
ク
ム
な
る
制
限
で
あ
ち
、
第
二
の
制
限
に
於
い
て
は
た
と
ひ
認
め
ら
れ
た
限
界
内
に
於
い
て
も
、
政
府
に
封
す

る
貸
上
金
は
特
定
の
一
時
的
不
足
額
の
た
め
に
の
み
用
ひ
ら
れ
る
と
い
ふ
制
限
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
に
よ
れ
ば
貸

上
金
総
額
は
一
般
致
算
収
入
の
議
想
額
に
劃
し
そ
の
十
分
の
一
を
越
え
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
質
際
上
は

こ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
他
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
政
府
が
純
梓
に
一
時
的
な
不
足
に
鹿
子

る
と
い
ふ
こ
と
は
考
へ
得
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
第
三
の
形
式
が
前
述
、
ぺ

Y

ギ
イ
凶
立
銀
行
又
は
エ
ス
ト

ニ
ヤ
銀
行
に
於
け
る
規
定
に
比
し
更
民
合
理
的
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
を
認
め
て
差
支
な
い
と
忠
ふ
。

何
間
接
貸
上
金
金
額
に
闘
す
る
制
限
1

1
間
接
貸
上
金
金
額
に
関
す
る
制
限
に
つ
い
て
の
原
則
は
、
大
健
上

述
直
接
貸
上
金
金
額
に
闘
す
る
も
の
と
相
等
し
い
。
唯
事
質
問
捧
貸
上
金
が
行
は
れ
る
の
は
、
多
〈
は
読
券
を
通

じ
て
の
貸
上
方
法
で
あ
る
こ
と
が
其
の
特
性
で
あ
る
。



比
の
方
法
に
於
い
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
原
則
は
、
二
つ
あ
る
。

例
制
限
法
と
の
折
衷
法
で
あ
る
。

一
は
最
高
額
制
限
法
で
あ
り
、
他
は
こ
れ
と
比

一
般
に
は
前
者
が
採
用
さ
れ
て
ゐ
る
。

最
高
額
制
限
法
は
例
へ
ば
ド
イ
ツ
に
於
い
て
採
用
ぎ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
つ
却
ち
ド
イ
ヅ
に
於
い
て
は
一

九
二
四
年
八
月
三
十
日
の
ア
イ
巴
ス
バ
ン
ク
に
閥
す
る
法
律
並
に
ロ
ン
ド
シ
議
定
書
署
名
園
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

た
一
九
二
六
年
七
月
八
日
の
法
律
に
よ
っ
て
一
九
二
四
年
法
律
第
二
十
一
保
に
劃
し
て
第
二
項
及
び
第
三
項
が
迫

加
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
蔵
省
読
券
に
し
て
支
梯
能
力
確
買
な
る
第
三
闘
の
裏
書
あ
る
も
の
〉
割
引
、
責
買

並
に
其
の
最
高
額
に
濁
す
る
九
五

Fmま
で
の
貸
上
が
認
め
ら
れ
る
に
至
り
、
其
の
最
高
額
は
四
億
-
プ
イ
ピ
ス

7
y

日
珂

ク
に
制
限
お
れ
で
み
る
。
去
に
プ
M
Y

グ
ソ
ヤ
中
央
銀
行
組
定
第
三
ト
五
健
第
十
現
に
於
け
&
規
定
も
こ
れ
と
同
一

の
原
則
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

更
に
第
二
の
最
高
額
制
限
法
に
謝
す
る
比
例
制
限
法
の
折
衷
法
は
、
ギ
リ
シ
ャ
銀
行
に
於
い
て
規
定
さ
れ
て
ゐ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
己
に
直
接
貸
上
の
金
額
に
つ
い
て
遇
べ
だ
際
論
及
せ
る
遁
り
で
あ
る
。
再
び
費

ノ‘
a
l
t
a
r

、o

t
k争
J
P
L
U

政
府
貸
上
金
の
期
間
に
関
す
る
制
限

，a
 

中
央
銀
行
の
政
府
貸
上
金
の
期
間
に
閥
す
る
問
題
の
重
馳
は
、
銀
行
資
金
の
流
動
性
の
問
題
に
闘
係
し
て
ゐ
る
。

却
ち
中
央
銀
行
賛
金
が
不
通
嘗
な
る
投
資
に
よ
っ
て
そ
の
一
部
資
金
の
固
定
化
を
惹
起
す
が
如
き
こ
と
は
、
本
来

短
期
流
動
性
を
そ
の
特
性
と
す
る
中
央
銀
行
賛
金
の
凍
結
な
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
主
の
限
り
に
於
い
て
、

中
央
銀
行
の
燭
立
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
で

第

自E

:fu 

第
三
十
五
巻

大A
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中
央
銀
行
の
猫
立
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

丸

第

披

7L. 
位l

中
央
銀
行
賛
金
の
本
質
を
迎
す
も
の
で
め
る
。
在
は
こ
の
問
題
に
う
い
て
も
直
接
貸
上
に
閲
す
る
方
面
と
間
接
貸

上
に
闘
す
る
方
面
と
よ
り
別
々
に
遁
ぺ
る
。

直
接
貸
上
金
期
間
に
閲
す
る
制
限
|
直
接
貸
上
金
の
目
的
が
規
定
に
よ
っ
て
直
接
に
決
定
さ
れ
て
ゐ
る

A
 

場
合
は
、
ぞ
の
貸
上
は
先
取
肱
入
に
劃
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
確
貫
性
も
亦
こ
れ
4T
認
め
得
る
が
故
に
、

か
〉
る
場
合
、

直
接
貸
上
金
の
期
間
に
闘
し
で
は
必
や
し
も
資
金
の
同
定
化
ぞ
避

t
る
こ
と
の
み
炉
開
心
の
調
象

刷

、

加

加

'L剛
町

、

〕

E
じ
む
td
む

L

乙
釦
一
場
合
r
ト
針
レ
VL
卦
上
金
の
期
間
は
ホ
来
有
っ
そ
mw
，
夫
、
、
必
特
定
の
役
割
に
従
ひ
、

こ
れ
を

充
足
し
得
る
が
如
〈
定
め
得
る
わ
け
で
あ
り
又
定
h
u

べ
き
で
あ
る
。

元
本
市
貸
上
金
そ
の
も
の
が
完
全
な
る
硫
動
性
を
保
有
す
る
こ
と
、
ま
た
政
府
が
中
央
銀
行
に
封
し
て
債
務
を
負

携
す
る
が
如
き
こ
と
の
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
自
聞
に
於
い
て
相
互
に
極
め
て
利
益
め
る
こ
と
で
あ
る
。
者
し
こ
の

原
則
に
し
て
犯
さ
れ
る
に
於
い
て
は
、
貸
上
金
は
そ
れ
だ
け
固
定
的
永
久
的
と
な
る
危
険
が
め
り
、
た
と
ひ
政
府

に
し
て
中
央
銀
行
の
貸
上
金
を
必
要
と
す
る
と
き
に
於
い
て
も
、
そ
の
鹿
需
性
は
そ
れ
だ
け
否
定
き
れ
る
。
或
は

一
定
時
期
に
於
け
る
貸
上
金
の
急
激
な
る
返
還
は
、
市
場
に
封
し
資
金
の
急
激
な
る
移
動
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
於
い
て
金
融
市
場
に
封
し
不
利
な
る
影
響
を
及
ぽ
す
と
論
争
る
も
の
も
あ
る
。
此
鮎
に
閲

し
て
は
後
に
再
論
す
る
。

今
こ
の
期
間
に
就
い
て
貫
際
上
の
取
扱
を
見
る
に
ド
イ
ツ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
エ
ス
ト
一
一
ャ
、
プ
Y
ガ

y
ヤ
等
の
中
央

銀
行
定
欺
に
於
け
る
規
定
は
、

一
般
に
「
貸
上
金
額
は
遅
〈
も
貸
上
が
認
め
ら
れ
た
営
該
財
政
年
度
の
終
結
後
三

弓イヒ叉バンク規定第25j康 (1!l24年8月30日吹正)(Kisch and Elkin， op. ci t 

p・273" Dierschke und M凶 el" a. a. O.内. 286) 
ギヲシヤ圃立銀行規定第551.康第11項 (Kischand Elldn， op. Cit. p. 283) 
;x.;<.ト=ヤ銀行規定第51傑第II項 (Kischand Ell川叩 cit.P. 253) 
フルガリヤ圃立銀行規定第35111'<第目安(Kischand EJUn， op. ci t. pp. IS9-190) 
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ヶ
月
期
間
の
格
ま
で
に
償
還
さ
る
べ
し
」
と
さ
れ
て
ゐ
る
ι

以
上
過
べ
た
る
勤
は
、
英
樹
の
貸
上
金
制
度
と
も
一
定
の
開
係
に

J

の
る
こ
と
は
巳
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
明
か
で

あ
る
が
、
こ
の
規
定
は
合
理
的
で
あ
る
と
共
に
又
寅
際
的
で
あ
る
。
蓋
し
中
央
銀
行
は
確
定
牧
入
を
見
返
り
と
し

て
之
に
封
し
て
割
引
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府
は
そ
の
償
還
を
完
全
に
行
ふ
か
ぎ
り
、
貸
上
金
を
利
用
し
得

る
も
の
で
あ
ち
、
し
か
も
そ
の
財
政
年
度
の
終
結
後
晩
〈
も
一
ニ
ヶ
月
以
内
に
そ
の
貸
上
の
結
果
が
一
腰
決
構
3
る

べ
し
と
い
ふ
こ
と
は
、
中
央
銀
行
貴
金
の
用
途
が
主
と
し
て
短
期
的
な
る
を
以
て
論
理
的
ド
も
ご
れ
を
肯
定
し
得

る
と
共
に
、
其
問
中
央
銀
行
は
そ
の
貸
上
金
に
劃
す
る
抽
出
保
に
よ
っ
て
著
し
い
危
殆
ド
さ
ら
さ
れ
な
い
と
い
ふ
貫

ノ'-=，'
ゴ:nl~

Jl" 
tあ
品。間

接
貸
上
会
期
間
に
闘
す
る
制
限
|
|
間
接
貸
上
金
に
閲
し
て
は
、
そ
の
期
間
は
原
則
Y

ど
し
て
中
央
銀
行

B
 

の
他
の
一
一
般
業
務
に
劃
し
て
認
め
ら
れ
た
期
聞
を
超
過
し
得
宇
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
貼
に
於
い
て
間
接
貸
上
金

は
其
の
本
質
上
直
接
貸
上
金
L
」
相
蓮
す
る
如
〈
、
そ
の
期
間
に
閥
す
る
制
限
色
亦
直
接
貸
上
金
に
於
け
る
期
間
の

原
則
と
臭
っ
て
ゐ
る
。

更
に
そ
の
貰
際
を
見
る
と
、
そ
の
最
大
期
間
は
大
蔵
省
詩
券
の
割
引
又
は
買
入
に
罰
し
て
三
ヶ
月
と
規
定
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
或
は
ま
た
夏
に
長
期
的
な
期
聞
を
認
め
る
も
の
も
め
る
。
例
へ
ば
ペ

Y

ギ
イ
圃
立
銀
行
規
定
第
二
十

二
僚
に
よ
れ
ば
、
「
一
公
債
、
大
藤
省
謹
券
及
び
政
府
又
は
植
民
地
政
府
め
保
謹
す
る
有
償
謹
穿
に
到
す
る
貸
付
並
に

η
ノ
ユ
ク
ザ
ン
プ
ク
U
Y

大
公
園
の
同
種
謹
券
に
劃
す
る
貸
付
は
専
ら
最
大
限
四
ヶ
月
の
期
間
に
謝
し
て
行
は
れ
る
」

申
央
銀
行
の
猫
立
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

三
九
三

第

披

九
五

ベノレギイ岡立銀行規定第20j康陀よれff!!Jj間は百日を越ゆるを得ずと規定し
てゐる(日本銀行調査局目上掲書、~~十四、白耳義の i祁 p・ 20・〉
日本銀行調査局:上掲書、白ヰ義の g:~; ， p. 21 
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中
央
銀
行
白
濁
立
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
よ
金
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

九
六

第

五車

一
九
四

と
規
定
さ
れ
て
居
り
.
更
に
凶
際
聯
躍
の
協
力
に
よ
っ
て
成
立
せ
る
各
国
中
央
銀
行
に
至
つ
て
は
、
大
韓
そ
の
期

間
は
六
ヶ
月
と
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。

(4) 

政
府
貸
上
金
金
利
に
閲
す
る
制
限

中
央
銀
行
の
政
府
貸
上
金
に
闘
す
る
現
行
規
定
に
つ
い
て
最
後
に
遮
べ
ん
と
す
る
も
の
は
令
一
利
の
問
題
で
あ

る
υ

こ
の
見
方
に
於
い
て
も
先
づ
直
接
貸
上
正
間
接
貸
上
占
に
分
つ
。

b
u
Jヘ
ノ
乱
か
町

LM4
二
巾
叩
恥
札
、
叩

H
J
h
r
h
h

d
ノ

〆

匝

本

J
2
1
J
l
志
L
マ
司
副
〆
七

ア
グ
ン
ぷ
の
如
〈
畳
品
約
宜
一
め
金
刺
の
玖
庄
一
か
自
由
な
あ
も
の
L
」、

英
国
の

加
〈
惇
統
的
規
定
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
。

更
に
英
国
の
博
統
的
規
定
な
る
も
の
に
よ
る
と
、

一
般
に
「
既
定
費

ロ
巾
町
三

2
4
〉
号

E
n
g」
に
封
し
て
は
公
定
割
引
率
の
二
分
の
一
が
認
め
ら
れ
、
「
議
定
費
一
時
貸

上
金
巧
弔
問
宮
己

E
2
5
〉
(
一
〈
山
口
円
内
凶
」
に
封
し
で
は
年
五
リ
以
下
に
於
い
て
政
府
と
葉
蘭
銀
行
と
の
聞
の
協
定
に

よ
る
と
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。

更
に
各
国
の
事
情
を
見
る
に
、
ぺ
U
Y

ギ
イ
国
立
銀
行
規
定
第
二
十
僚
に
よ
れ
ば
、
「
大
蕪
省
謂
券
割
引
率
は
銀
行

エ
ス
ト
ニ
ヤ
銀
行
に
よ
れ
ば
「
貸
上
金
に
到
し
て
支
挽
は

一
時
貸
上
金

と
大
藤
大
臣
と
の
協
議
に
よ
っ
て
決
定
す
」
と
さ
れ
、

る
、
利
率
は
銀
行
と
政
府
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
ゐ
る
。
向
叉
更
に
殿
密
な
る
も
の

に
プ

y
d
N
Y
ヤ
国
立
銀
行
の
規
定
が
あ
一
る
。
同
銀
行
規
定
第
三
十
五
保
第
九
項
に
よ
れ
ば
、
「
政
府
の
一
時
的
必
要

の
た
め
に
割
引
か
れ
る
大
藤
省
詩
券
に
封
す
石
割
引
率
は
、

三
ヶ
月
手
形
割
引
に
封
す
る
割
引
率
よ
り
ニ

μ
低
か

る
べ
〈
、
業
の
最
大
下
廻
宰
は
七
%
に
ま
で
及
び
得
」

LF
」
規
定
3
れ
て
ゐ
る
。

Ulrich: op. cit. p.口4:大蔵省調査月報第22!j器保:!〕披 p.16， p. 29・

日本銀行調査局上掲害、白耳義の部 p.20・

エストーヤ銀行規定第51傑第11項 (Ki"，hand Elkin，叩.cit. p. 2;3.) 
1ζi!~ f'. h ann Ell~ln: -up. L'JL pp. 1&9-190 
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次
に
間
接
貸
上
に
つ
い
て
の
規
定
を
見
る
と
き
、

ゆ

9

行
及
び
プ
U
Y

プ
リ
ノ
ヤ
幽
立
銀
行
の
規
定
に
於
い
て
、
比
樟
の
貸
上
令
利
は
ゴ
プ
ヶ
月
手
形
に
罰
す
る
銀
行
の
一
般
公

一
般
国
債
又
は
大
識
省
詩
券
に
よ
る
貸
上
は
、

ギ
η
ノ
ジ
ヤ
銀

定
割
引
宰
よ
り
色
、
夫

z
少
〈
ち
一

μ
高
か
る
べ
し
と
規
定
き
れ
て
ゐ
る
。
第
三
者
の
裏
書
あ
一
る
大
燕
省
謹
券
の

割
引
に
つ
い
て
は
特
別
な
る
規
定
は
な
い
。
従
っ
て
そ
の
割
引
買
入
は
市
場
の
一
般
傑
件
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
。

一
ニ
、
悪

言-

私
ぽ
以
上
一
い
於
い
て
中
央
銀
行
の
政
府
貸
上
金
に
開
ず
る
現
行
規
定
の
大
醐
旧
公
迅
ベ
だ
。

此
等
の
知
v
f
通
じ

J

し

光
一
づ
重
要
な
乙
と
は
、
加
河
は
る
席
目
に
よ
っ
で
か
く
の
如
、
己
規
定
が
生
や
る
に
去
っ
h
h
μ
J

い
ふ
9
;と
で
あ
お
。

惟
ふ
に
斯

t
の
如
、
き
規
定
の
由
っ
て
来
れ
る
原
因
は
、
中
央
銀
行
の
濁
立
性
に
よ
り
財
政
上
又
は
貨
幣
上
に
於

け
る
政
府
信
用
と
銀
行
信
用
と
の
絶
封
的
分
離
、
即
ち
中
央
銀
行
を
ば
政
治
的
権
力
の
影
響
か
ら
最
密
に
濁
立
せ

し
め
ん
と
す
る
に
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
，
か
で
き
る
。

然
し
か
く
の
加
き
中
央
銀
行
濁
立
の
原
則
は
、
よ
し
ん
ば
論
理
的
に
は
そ
の
最
密
な
る
相
に
於
い
て
考
へ
ら
れ

得
る
正
し
で
も
、
事
貫
に
於
い
て
は
必
宇
し
も
賓
現
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
政
府
信
用
と
銀
行
信
用
と
の
分
離
は
、

相
封
的
な
も
の
と
し
て
修
正
き
れ
る
。
蓋
し
資
本
主
義
制
組
織
に
於
け
る
中
央
銀
行
に
し
て
、
政
府
に
よ
り
紙
幣

費
行
業
他
の
特
樺
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
限
り
.
こ
の
貸
上
令
制
度
は
止
む
や
・
得
な
レ
か
ら
で
あ
る
。

之
を
要
す
る
に
こ
の
紙
情
聴
官
行
の
特
権
は
、
政
府
自
身
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
こ
と
な
〈
、
ど
こ
ま
で
も
中
央
銀

中
央
銀
行
の
街
立
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

第
三
十
五
巻

第

競

九
七

=
一
九
五

ギリシヤ銀行規定第55傑第10項(I心schnnd Elkin， op. ci t・p283) 
プルが F ャ圃立銀行規定第35傑第 l.h~頁 (Kisch and Elkin， op. cit. pp. 190 
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hv
央
銀
行
の
碕
立
怯
よ
『
見
た
る
政
府
賃
上
金
に
枕
い
て

第
三
十
五
容

九
ノ、

第
三
務

行
に
於
け
る
取
引
上
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
み
る
こ
と
を
本
義
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
刊
が
し
か
し
、
だ
か
ら

九
/¥.. 

と
謂
っ
て
、
「
中
央
銀
行
の
正
常
的
役
割
と
政
府
に
封
す
る
貸
付
者
士
る
の
資
格
と
の
聞
の
矛
盾
は
こ
れ
を
過
度
に

主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
い
。

中
央
銀
行
が
有
つ
重
要
性
は
、
元
来
一
般
取
引
の
方
両
と
政
府
開
係
の
方
訴
と
に
於
い
て
こ
れ
伝
詔
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
以
上
在
は
専
ら
中
央
銀
行
が
政
府
間
係
方
面
に
於
い

τ有
つ
意
義
vf
湛
ぺ
た
の
で
J

の
ふ
が
、
宅
は
最

近
に
於
り
る
比
一
H

品
九
州
制
れ
の
す
中
識
か
ら
一
耳
目
ば
む
し
ろ
第
二
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
が
で
き
ゃ
う
。
然
し

ぞ
れ
に
も
拘
ら
や
在
に
と
っ
て
は
、
中
央
銀
行
濁
立
性
よ
り
見
る
時
、
貸
上
令
は
こ
の
猫
立
性
の
反
面
た
る
従
属

性
を
示
す
も
の
と
し
て
極
め
て
重
要
な
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
鮎
よ
り
し
て
克
は
、
以
下
中
央
銀
行
の
硝
立
性
よ

り
見
た
政
府
貸
上
金
に
閥
す
る
理
一
論
的
方
面
を
ぱ
現
行
規
定
営
選
じ
て
論
一
ぜ
化
と
す
る
も
の
で

J?心
。
比
の
場
合

在
は
、
問
題
を
直
接
貸
上
と
間
接
貸
上
と
に
分
た
歩
、

貸
上
の
匝
別
は
貸
付
の
型
式
に
於
け
る
相
遣
で
J

の
ち
、
此
等
を
支
配
す
る
理
論
的
根
諜
に
歪
つ
て
は
根
本
的
に
匝

一
括
し
て
取
扱
ふ
こ
と
と
す
る
。
蓋
し
直
接
貸
上
、
間
接

別
す
る
必
要
が
な
い
と
信
ゃ
る
か
ら
で
あ
る
。

在
は
便
宜
上
直
接
貸
上
の
場
合
を
中
心
と
し
て
述
べ
与
が
、
此
の
貸
上
が
先
取
牧
入
権
保
貸
付
の
理
論
に
よ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
遮
べ
た
と
こ
ろ
ポ
あ
る
。
蓋
し
か
く
の
却
さ
c

先
取
収
入
棺
保
貸
付
の
立
場
に
た
つ
限
ち
、

政
府
貸
上
金
の
貸
上
又
は
そ
の
償
、
蓮
の
行
は
れ
る
に
際
し
お
こ
る
貨
幣
市
場
の
動
揺
は
、
業
の
捨
保
の
性
質
よ
り

自
動
的
に
解
決
さ
れ
こ
れ
に
よ
り
貨
幣
市
場
に
及
ぽ
す
影
響
は
之
営
免
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
ぞ
は
正
に
政
府
の

Casasus， D. J: Les institutions de creoit， p. 129・
Radouant. J.: Les rapports de la Banque de Franø;~ et de l'Etat， particuuli 
erement pendant la glltrre 1914・P.40
Shaw: op.山t.pp・242-243; Pomロlier. op. cit. p. X3~1 
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牧
支
不
均
衡
に
於
い
て
見
出
ざ
る
〉
先
取
枚
入
擢
保
に
脅
す
る
融
通
形
式
に
於
い
て
の
み
こ
れ
を
認
め
る
。

こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
直
接
貸
上
の
行
は
れ
る
原
因
が
軍
に
政
府
に
於
け
る
そ
の
牧
入
と
支
出
と
の
聞
に
同

時
性
な
き
貼
に
あ
h
ノ
'
と
す
る
こ
と
を
以
て
巳
に
こ
の
問
題
の
理
論
的
根
懐
を
説
明
し
て
十
分
な
り
と
す
る
が
如
き

考
方
は
、
こ
の
問
題
を
清
算
し
符
る
理
論
と
は
云
へ
な
い
。
か
く
の
如
き
考
を
以
て
し
て
は
未
だ
直
接
貸
上
の
理

論
的
説
明
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る

q

尤
も
各
市
場
聞
の
賓
際
は
必
中
し
も
普
遍
的
な
認
識
を
詐
さ
な
い
。
従
っ
て
直
接
貸
付
の
根
嬢
を
ぱ
、
投
支
不

均
衡
に
於
け
る
中
央
銀
行
の
先
取
牧
入
携
保
な
る
形
式
に
の
み
求
め
得
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
ほ
注
目
す
べ
き
で

め
る
。

例
へ
ば
一
般
に
資
金
豊
富
に
し
て
中
央
銀
行
が
直
接
に
貸
付
文
は
割
引
に
塞
畑
仕
v
F
a
M如
き
市
場
、
ま

仁
叫
賞
金
貸
別
制
仁
し

τ中
央
銀
行
日
外
に
之
を
求
め
難
き
市
場
に
於
げ
る
が
知
事
こ
れ
で
あ
る
。

か
く
て
上
越
せ
る
先
取
牧
入
に
劃
す
る
貸
上
は
、
一
屡
l

一
般
貸
付
に
類
似
せ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
、
こ
の
意
味

に
於
い
て
こ
の
種
の
貸
上
も
一
の
捲
保
に
よ
る
取
引
行
矯
正
し
て
考
へ
ら
れ
得
る
刷
ぞ
し
て
か
'
く
の
加
さ
取
引
上

町
内
根
本
的
の
権
保
は
之
を
中
央
銀
行
の
濁
立
と
貸
上
が
債
権
的
根
懐
に
よ
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
と
に
求
め
ら
れ

る
。
具
膿
的
に
い
へ
ば
貸
付
な
石
も
の
の
特
性
を
ぱ
中
央
銀
行
が
濁
立
し
て
ゐ
る
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
す
る
も
の

で
め
り
、
又
一
定
期
間
後
に
於
い
て
期
限
が
到
来
す
べ
き
債
権
を
期
限
前
に
資
金
叱
し
得
る
か
ら
認
め
ら
れ
与
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
は
納
税
者
に
封
す
る
債
権
の
資
金
化
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
確
買
な
る
先
取
収
入

に
封
す
る
貸
上
金
は
、
そ
れ
自
躍
に
於
い
て
有
す
る
憶
保
に
闘
し
て
流
動
性
含
有
す
る
短
期
取
引
の
特
性
を
一
不
す

中
央
銀
行
白
濁
立
性
よ
り
凡
た
る
政
府
貸
上
金
に
就

ν
て

第

t虎

第
=
一
十
五
巻

九
九

九
七

Casasus: op. cit. pp. 129--135-
Fοmmler: op. Clt. p. 140 
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中
央
銀
行
白
濁
立
性
よ
り
見
た
る
政
府
貸
上
金
に
就
い
て

九
ノ、

第

就

O 
O 

第
三
十
荒
巻

も
の
で
あ
る
。
中
央
銀
行
は
か
く
の
如
き
理
論
的
根
壊
に
よ
っ
て
封
政
府
関
係
に
於
い
て
ぞ
の
正
常
的
な
役
割
を

果
す
こ
と
が
で
き
る
。回

、
結

言

思
は
以
上
に
於
い
て
、
今
日
の
中
央
銀
行
の
政
府
貸
上
金
仁
閲
す
る
厳
密
な
る
規
定
は
、
そ
の
程
度
ぞ
限
定
し
、

;
れ
い
よ

v
t
中
央
銀
行
約
制
立
牲
を
不
皆
仁
犯
5
さ
る
隈
h
，J
U

之
を
認
め
る
こ
と
の
安
一
蛍
な
る
こ
と
を
越
べ
ゎ
。

中
央
銀
行
に
よ
る
政
府
貸
上
金
は
、

こ
れ
に
よ
り
一
般
取
引
上
に
於
け
る
貸
付
含
制
限
せ
、
ざ
る
が
加
〈
規
定
す
る

必
要
が
あ
る
。
か
〈
て
政
府
に
劃
す
る
貸
上
金
制
度
は
そ
れ
白
樺
大
戦
後
の
新
動
向
に
基
づ
く
中
央
銀
行
に
左
つ

て
は
第
二
義
的
な
制
度
で
あ
る
が
、
中
央
銀
行
は
こ
れ
に
劃
し
て
一
定
の
批
判
的
立
場
を
堅
〈
把
持
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
従
っ
て
め
ら
ゆ
る
場
合
に
於
い
て
政
府
の
要
求
に
費
し
て
従
ふ
べ
き
も
の
で
な
い
と
結
論
す
忍
こ
と

が
で
き
石
。

止の監は今日満洲園政府の焚表せる中央銀行法に伊f<f，規定されてゐない。
(中外商業新報)fLは満洲闘の健全なる趨済的接連を IR:織するに於いで此日
精白規定が同銀行にとヨて重要性を有ワものである」信ずる。 中央銀行の
閃庖を取扱」、に嘗りまづこの一小論を試hた目的の・もそとにある。
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